
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
及
び
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
の
一
部
改
正

（
第
一
条
関
係
）

一

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
通
じ
た
情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
不
正
な
活
動
に
対
す
る
国
に
よ

る
監
視
及
び
分
析
並
び
に
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
演
習
及
び
訓
練
に
つ
い
て
、
国
の
行
政
機
関
に
加
え
て
、

独
立
行
政
法
人
及
び
指
定
法
人
（
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
（
以
下
「
本
部

」
と
い
う
。
）
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
統
一
的
な
基
準
の
策
定
に
つ
い
て
、
国
の
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
に
加
え
て
、
指
定
法
人
を
そ
の
対
象

と
す
る
こ
と
。

二

本
部
の
事
務
の
う
ち
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の
基
準
の
作
成
及
び
当
該
基
準
に
基
づ
く
施
策
の
評

価
（
監
査
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
当
該
基
準
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
の
行
政
機
関

、
独
立
行
政
法
人
に
加
え
て
指
定
法
人
を
そ
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事

象
に
対
す
る
施
策
の
評
価
（
原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
の
行
政
機
関
に
加
え

て
独
立
行
政
法
人
及
び
指
定
法
人
を
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
。



三

本
部
は
、
そ
の
事
務
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
及
び
指
定
法
人
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
の

基
準
に
基
づ
く
監
査
に
係
る
も
の
又
は
独
立
行
政
法
人
及
び
指
定
法
人
で
発
生
し
た
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

重
大
な
事
象
の
原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
に
係
る
も
の
の
一
部
を
、
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構

」
と
い
う
。
）
そ
の
他
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
対
策
に
つ
い
て
十
分
な
技
術
的
能
力
及
び
専
門
的
な
知
識
経

験
を
有
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
法
人
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
等
と
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

第
二

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

（
第
二
条
関
係
）

一

機
構
の
業
務
の
範
囲
の
追
加
等

１

機
構
の
業
務
の
範
囲
に
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
追
加
す
る
こ

と
。

２

機
構
は
、
情
報
処
理
に
関
す
る
調
査
の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
も
の
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
等
が
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
に
講
ず



べ
き
措
置
を
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

機
構
の
役
員
及
び
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
の
秘
密
保
持
義
務
の
範
囲
を
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘

密
と
し
、
そ
の
漏
示
又
は
盗
用
が
あ
っ
た
場
合
の
法
定
刑
を
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
と
す
る
こ
と
。

二

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
制
度
の
創
設

１

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
（
以
下
「
支
援
士
」
と
い
う
。
）
は
事
業
者
等
に
よ
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確

保
の
た
め
の
取
組
に
関
し
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行

う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
そ
の
取
組
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

づ
き
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
そ
の
他
事
業
者
等
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
を
支
援
す
る
こ
と
を
業
と
す

る
こ
と
。

２

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
試
験
（
以
下
「
支
援
士
試
験
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
支
援
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

３

支
援
士
試
験
は
、
支
援
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。



４

支
援
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
支
援
士
と
な
る
に
は
、
登
録
簿
に
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
事
項
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

５

支
援
士
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
。

６

支
援
士
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
行
う
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
講
習
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

７

支
援
士
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

８

経
済
産
業
大
臣
は
、
機
構
に
、
支
援
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
及
び
登
録
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
の
施
行
及
び
検
討
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
及
び
第
七
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）



三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
）


